
有年中学校 新制服購入にあたっての留意点            令和４年 10 月 
 

・令和５年度から２年間は移行期として現在の制服も着用可能とする。 
（兄弟、親戚関係からの譲り受けたものは利用可、ただし新しく購入する場合は新制服にする。現１，２年生は

現在の制服を使用） 
・令和７年度から全学年統一して新制服とする。 
（現 1，2 年生で、制服を新調しなければならない場合は、新制服(ブレザー、ズボン、スカート)も可とする。） 

【要、事前相談】 
・ズボン、スカートは自由選択とし、どちらを使用してもかまわない。また、同じ柄の夏用(ズボン、スカート)あり。 
・ブレザーは左前、右前のどちらも対応可能。 
・ネクタイ、リボンは自由選択とし、どちらかをつける(ワンタッチ装着式のタイプ)。 
・新制服(ブレザー)の中着は、中学校指定のニットシャツ（ノーアイロンシャツ）とする。 
・夏服は、現行の有年中学校指定の半袖ポロシャツ（長袖も着用可）とする。 
・価格については販売店ごとに決定（独禁法により統一価格にはできないため）。 
・新制服の販売店は、「ジョイ・ハシモト」、「末井スポーツ」「マルナカ」の 3 店舗と 1 店舗増えます。 
 （カバン、体操服の販売店は、変更ありません。） 
・詳細については入学説明会(2 月)の入学説明会で説明します。 
 
 


